
-90 １月 ９日（月）－ -寄附等の禁止期間開始（選挙期日90日前） -寄附等の禁止期間開始（選挙期日90日前） -寄附等の禁止期間開始（選挙期日90日前）

-55 ２月 13日（月）－ - 市長立候補予定者説明会

-51 17日（金）－ -府議立候補予定者説明会

-47 21日（火）－ -

-44 24日（金）－ - 知事立候補予定者説明会

－ -

-30 10日（金）－

-18 22日（水）－ - -選挙人名簿登録基準日

選挙人名簿登録日

ポスター掲示場設置完了

-17 23日（木）－ -選挙期日の告示

選挙人名簿異議申出期日

氏名等の掲示の掲載順序のくじ

政見放送申込期日

-16 24日（金）－ -期日前投票・不在者投票開始

期日前投票所・不在者投票記載場所に
おいて候補者氏名等の掲示開始

選挙公報掲載申請期限・同掲載順序の
くじ

-15 25日（土）－ -選挙人名簿登録基準日 -公営施設使用の個人演説会開始

選挙人名簿登録日

ポスター掲示場設置完了

-14 26日（日）－ -選挙期日の告示

選挙人名簿異議申出期日

氏名等の掲示の掲載順序のくじ

選挙公報掲載申請期限・同掲載順序の
くじ

-13 27日（月）－ -期日前投票・不在者投票開始

期日前投票所・不在者投票記載場所に
おいて候補者氏名等の掲示開始

-12 28日（火）－ -公営施設使用の個人演説会開始

-10 30日（木）－ -選挙人名簿登録基準日

選挙人名簿登録日

ポスター掲示場設置完了

-9 31日（金）－ -選挙期日の告示

選挙人名簿異議申出期日

氏名等の掲示の掲載順序のくじ

選挙公報掲載申請期限・同掲載順序の
くじ

-8 ４月 １日（土）－ -期日前投票・不在者投票開始

期日前投票所・不在者投票記載場所に
おいて候補者氏名等の掲示開始

-7 ２日（日）－ -公営施設使用の個人演説会開始

-4 ５日（水）－ -
郵便等による不在者投票用紙等の請求
期限

-
郵便等による不在者投票用紙等の請求
期限

-
郵便等による不在者投票用紙等の請求
期限

特例郵便等投票による投票用紙等の請
求期限

特例郵便等投票による投票用紙等の請
求期限

特例郵便等投票による投票用紙等の請
求期限

-3 ６日（木）－ -
選挙（開票）立会人届出期限
（届出人数が法定数を超える場合はく
じにより選出）

-
選挙（開票）立会人届出期限
（届出人数が法定数を超える場合はく
じにより選出）

-
選挙（開票）立会人届出期限
（届出人数が法定数を超える場合はく
じにより選出）

-1 ８日（土）－ -期日前投票・不在者投票期限 -期日前投票・不在者投票期限 -期日前投票・不在者投票期限

選挙公報配布期限 選挙公報配布期限 選挙公報配布期限

0 ９日（日）－ - －

選挙会（開票事務に併せて行う）

1 10日（月）－ -市議の当選告示 -選挙会・当選告示 -選挙会・当選告示

2 11日（火）－ -府議の選挙会（一部の区のみ）

府議の当選告示

15 24日（月）－ -収支報告書提出期限 -収支報告書提出期限 -収支報告書提出期限

選挙無効異議申出期限 選挙無効異議申出期限 選挙無効異議申出期限

当選無効異議申出期限 当選無効異議申出期限 当選無効異議申出期限

16 25日（火）― -供託証書還付開始 -供託証書還付開始 -供託証書還付開始
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３月１日（水） 市内間異動に係る選挙人名簿登録の移替えの停止

令和４・５年統一地方選挙執行日程

市会・府会 市長 知事

市議立候補予定者説明会（北部・南部）

立候補届出日

立候補届出日

選挙期日（選挙人名簿登録の年齢算定日）・投開票日＜投開票速報＞

立候補届出日


